
１　序

この小論は、熊本地方裁判所平成１７年（ヨ）第１４０号地位保全等仮処分申立

事件同平成１８年１月１３日決定（１）（以下、「本件」「原審」「原決定」という。）に

つき、抗告人代理人からの求めに応じて、抗告理由書とともに、福岡高等裁判

所に宛てて提出された調査報告書である（１の２）（２）。仮処分事件のことがらの性

質上、特に、即時抗告するか否かについての意思決定を行う判断材料というこ

とであったため（２の２）、極めて迅速な報告が求められた（３）。従って、この報告

書は、「若干の」調査に基づくもので、必ずしも充分なものとは言えず、基本

的には、裁判例のリスト以上の意味を持つものではない（４）（５）（５の２）（６）。

２　調査のやり方

私が原決定書を受け取ったのが、平成１８年１月１４日正午ごろ。１４、１５両日は、

何度も繰り返し、原決定に目を通した（７）。その上で、ＴＫＣ法律情報データべ

ース・ＬＥＸ／ＤＢインターネット・判例データべースにおける判例総合検索

を用い、このデータベース所蔵のすべての裁判例のうち、「懲戒解雇」および

「流用」の双方を含むものを検索したところ、１１３件がリストアップされた。そ

のうち、新しいものから順番に、コンピュータのディスプレイ上でざっと一読

し、本件と無関係と思われるものを除き、調査に値するものを、順次印刷して
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いった。時間の関係で、たまたま、平成元年以後に言い渡されたものに限られ

てしまっている。キーワードの設定の不備により漏れてしまっているものもあ

ろうかと思われるが、お許しいただきたい（８）（９）（10）（11）。

３　最近の裁判例の傾向

（１）序

注（１０）に列挙した裁判例を、単純に、懲戒解雇等を有効としたものと無効

としたものに分けると、無効としたものは、（１）事件、（２）事件、（６）事件（12）、

（９）事件、（１０）事件（13）、（１５）事件、（１９）事件、（２４）事件、（２７）事件、（３５）事件、

（３７）事件、（３８）事件、（４１）事件（14）であり（15）、他は、懲戒処分（懲戒解雇に限

らない）あるいは普通解雇その他使用者が行った人事上の措置を有効としてい

る。

保育所等を含む広義の教育機関での雇用関係が問題となった事案は、（１）事

件（短大教授）、（３）事件（高校教諭）、（６）事件（保育園の主任保母）、（１１）事件

（大学教授）、（１６）事件（スポーツクラブの事務職員）、（１９）事件（大学教授）、

（２８）事件（アメリカンスクールの施設管理部長）である。

懲戒解雇等を無効としたもののうち、（１）事件（16）、（２）事件（17）、（６）事件（17）、

（９）事件（17）、（１５）事件（18）、（２４）事件（19）、（２７）事件（20）、（４１）事件（21）は、本報告

書の主題とは無関係の理由で（も）懲戒解雇等を無効と判断しているので、本

報告書での考察の対象からはずす。また、懲戒解雇等を有効としたもののうち、

（３）事件（22）、（２３）事件も（23）、事案を異にすると思われるので、考察の対象から

はずす。

考察した裁判例の中には、懲戒解雇等を無効として、端的に、労働者の地位

の確認を求めるものもあるが、もはや労働契約が存在しないことを前提に退職

金の支払いを請求しているものもある。厳密には、両者を区別して扱うべきか

もしれないが、便宜上、同じ土俵で考察する（必要に応じて注記）。

（２）問題となった金額の多寡

金員の流用あるいは「詐取」した、として問題となった金額で整理してみる。
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懲戒解雇等を有効と認定したもののうち、（４）事件（24）、（５）事件（25）、（８）事件（26）、

（１２）事件（27）、（１４）事件（28）、（１８）事件（29）、（２０）事件（30）、（２２）事件（31）、（２５）事

件（32）、（２６）事件（33）、（２９）事件（34）、（３１）事件（35）、（３３）事件、（３４）事件（36）、（３６）

事件（37）が１００万円を超えている。もっとも、（３３）事件は、１５０万円余の一時的

流用（１～２ヶ月）等の非違行為を認定しながら、それは「懲戒事由にはなら

ない。」と判断している（38）。他方、（３８）事件は、（使用者の主張によると）９万

円余の出張旅費の不正請求を行った事案で、金額が比較的少額であること等を

理由に、懲戒解雇を、不相当に重過ぎると判示。また、退職金減額の当否が争

われた（１７）事件（39）も、退職金の半額の請求権の存在を認めているので、懲戒

解雇事由にはあたらないと判示しているといえるのではないか。

かなり少ない金額でも懲戒解雇を有効としたものとして、（７）事件（社員用

割引券の不正使用。４回で１万円余）および（３０）事件（６万円余の着服。６

万円余の放置）がある。いずれも、ＪＲに勤務する従業員の懲戒解雇が問題と

なり、不明朗な金銭処理を行えば、額の多寡にかかわらず懲戒解雇になること

を労働者に周知させていたことが認定されている。そして、（７）事件では、旧

国鉄経営に対する国民の批判、（３０）事件では、業務上現金の取り扱いを行うこ

とが多い、という、ＪＲの業務の特殊性を理由としている。ちなみに、（７）事

件では、労組も解雇を了承していたことが認定されている（にもかかわらず、

（７）事件の一審判決は、解雇は重過ぎる、と判示）。

他方、かなり多額にもかかわらず、（懲戒）解雇が無効とされたものとして

は、（１０）事件、（３５）事件、（３７）事件がある。（１０）事件は、病院の事務長の懲戒

解雇処分が問題となった事案で、職員の賃金として、２００万円余の水増し、架

空請求を行ったことが問われた。私的流用の事実は認められず、職員に賃金と

して支払い残金は保管していた、と認定されている。使用者に経営の実情を把

握させることを怠った点に雇用契約上の義務違反を認めてはいるものの、「不

正不法だが、『その情状が極めて悪質』（おそらく就業規則の規定文言）とはい

えない」と判示（ただし、注（１３）参照）。

（３５）事件は、バス営業所の事故担当助役の懲戒解雇が問題となった事案であ

る。１００万円以上の不足金が問題となったもので、労組の了承もあったが、金
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銭の管理を適切に行う態度が身についていなかったこと等から、着服横領ない

し不法領得の意思の不存在を認定した（40）。

（３７）事件は、信用組合の出納係の諭旨退職処分が問題となった事案であり、

３５００万円もの多額の紛失事件が問われたものであるが、誰のいかなる行為によ

って紛失にいたったか不明であって、ただ、内部ルールに反する現金処理を行

った、というだけ（しかも、上司からの指導もない）では、諭旨解雇処分は重

過ぎる、という判示を行った。

他に、実質、（懲戒）解雇を認めなかったものと思われる事件として、（２８）

事件（41）および（３２）事件（42）がある。

（３）解雇を相当とするその他の事情

中間的金額で懲戒解雇等が有効とされたものとしては、（１１）事件、（１３）事件、

（１６）事件、（２１）事件、（４０）事件がある。

（１１）事件は、インド国籍の大学教授の懲戒解雇が問題となった事案である。

大学が支給した出版費用として５５万円余の支払いを受けておきながら、出版は

行われず、（必ずしも明確ではないが、他の判示事項からすればおそらく）私

的に費消したことが問われた。事実に反する説明をして、第三者（私学振興財

団）から補助金の交付を受け、このことを具体的に特定した上で、使用者（大

学）の信用を傷つけたことも認定されている（43）。

（１３）事件は、労働者が、使用者に無断で、頻繁に多額の商品を使用者名義で

購入したことが問われた事案である。上司が二度注意しているにもかかわらず、

不正をやめなかった。使用者に５５万円の損害を与えていることを認定。使用者

名義の商品購入にもかかわらず、代金の支払いを怠ったこと自体が、使用者の

信用を失墜する行為である、と、具体的に特定した上で、認定している。

（１６）事件は、使用者の郵便貯金口座の届出印を使用者に無断で変更し、６５万

円の金員を引き出したことが問われた事案である。すべて、他の従業員の賃金

として支払われており、労働者が私腹を肥やしたものではないにもかかわらず、

解雇が有効とされた（44）。

（２１）事件は、生保会社のライフプランナーが、業務に使用するために使用者
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から貸与されていたパソコンを３回にわたり質入れし、結局流してしまったこ

とが問題となった事案である。使用者に与えた損害は２３万円で、「さして大き

くない」と判示。もっとも、当初、紛失した、との虚偽の弁解をしていたこと

に加え、パソコンには顧客情報が含まれており、そのパソコンが手元にないと

仕事に差し支えることを認定した上、労働者の仕事の性質上、金銭に対してと

りわけ潔癖性が要求されることを、懲戒解雇相当とする理由としている。

（４０）事件は、旅行会社の営業所長に対する懲戒解雇が問題となった事案であ

る。少なくとも１５回の出張旅費の不正受給が問題となった。金額は、合計２２万

円余であり、「多額ではない」と判示。しかし、経理を統括すべき立場にあっ

た上、使用者の調査に対して自己申告することなく、うその領収書の発行を第

三者に依頼したことを認定した上、判旨は、使途を問題として、居酒屋、スナ

ック等での飲食に使用した、と認定した。

４　部活動におけるずさんな金銭管理

本件と事案が類似している思われるものとして、（１９）事件がある。これは、

教員（大学教授）が、自ら監督をつとめる部活動におけるずさんな金銭管理を

理由になされた懲戒解雇の効力が争われた事案で、解雇無効とされたものであ

る（45）。

（１９）事件においては、一方で、労働者所有の寮に学生をすまわせその寮費が

客観的にみて高額であったこと、高額な部費を徴収し大学からの援助金も得て

いながらその管理については杜撰であったことが明らかであって横領が疑われ

る状態にあったこと（46）、（学友会援助金としての）備品代の取得手続に不正が

あり、その流用先については明確ではなく横領が疑われる状態にあったこと（47）、

卒業生の遺族から寄付された基金を留学生の入学金等（労働者が個人として負

担することを約束したもの）のために支出し同基金の恣意的な運用を行ったこ

と（48）、教授会における投票等手続的瑕疵も認められないこと（49）を認定しなが

ら、他方で、金員の管理が杜撰であったことの原因は支出を収入の性質に応じ

て個別に整理していなかったことにあり特に悪質であるとは思われない、その

他の行為も部の強化を目的としたものであること、基金の恣意的な運用は基金
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の性質が必ずしも明確でなかったことにも原因があること、労働者自身が利得

した事実は認められないこと、個人的援助が総額１０００万円を超えていること（50）、

部の監督を辞任することで一定の責任をとっていること、過去に明確な形で懲

戒権が行使されていないこと等を認定、判断した上で、懲戒解雇は酷に過ぎる、

との結論を導いている。

５　結論

結論として、私が調査した裁判例から見れば、原決定は、飛び抜けて労働者

に冷たい、ということができるのではないか、と思われる（51）（52）（52の2）（53）。
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注

（１）本件を、原決定の認定をもとに、その概要を記すと、以下の通りである。中学・高校教
諭の債権者＝抗告人が、自ら顧問をつとめる部活動に使用するため、必ずしも正確ではな
い事実記載がされた文書を、部員たる生徒の保護者に送付し、合計２０万円余の金員を「詐
取」したことを理由に懲戒解雇されたのに対し、同懲戒解雇処分は無効であると主張して、
教諭としての地位の確認と賃金仮払いを求めた事件である。原決定は、懲戒解雇を有効と
して、申立を却下（棄却）。「詐取」した２０万円余の金員のうち、半額は費消せず、管理職
の指示により自ら預かっている、というのが、債権者の主張である（原決定は、大半を費
消と認定）。欺罔行為についての故意には、争いがある。私に費消したものではないことは、
両当事者間に争いはなく、原決定でも認定されている（原決定１６頁）。
この報告書では、本件を、おおむね、以下のようにとらえた上で考察することにする。
すなわち、２０万円余の金員を「詐取」したが、その金員は、費消したものすべて、使用者
の業務のためであり、私腹を肥やすことはなく、金員を出捐した者すべてが、事後的とは
いえ、それを了承している。労働者は、教育の任にあるものであるが、言い換えれば、金
員の管理を職務としているものではない。懲戒処分の事前に、当該流用行為につき、使用
者からの指導はない。労働者は、使用者の調査に、自ら進んで協力し、使用者が認識して
いない行為についても、労働者の方から申告した。
このような事案において、仮に懲戒処分に付するとしても、懲戒解雇処分が相当である
か否か、最近の裁判例をもとに考察することが、本報告書の主題である。

（１の２）この小論は、「金員の流用あるいは『詐取』を理由に懲戒解雇された事案における
最近の裁判例に関する若干の調査報告書」と題して裁判所に提出した調査報告書と、原則
として、同一の内容である。例外的に修正した箇所は、題目を変更したこと、序文を少し
変更したこと（例えば、裁判所提出分の冒頭にあった「私は、西南学院大学法学部の教授
の職にあり、主として、民事手続法を講義している。」との記載を削除したこと等）、枝番
号の注を付したことのみである。
もとの調査報告書は、２００６年１月２６日付けで作成され、若干の変更を加えたものが、３１日
に、熊本地方裁判所を通じて福岡高等裁判所に提出された。同日、この小論を脱稿してい
る。
本文記載の通り、この小論に学術的価値があるか疑問であるが、大学教授が大学教授の
肩書で行った行為は、すべからく学界の批判を受けるべきである、という原則と、私の研
究課題である、仮の地位を定める仮処分についての、より進んだ考察のための準備作業、
という意味で、公刊することとした。

（２）私は、本件については、当初より、債権者＝抗告人およびその代理人から意見を求めら
れてきた。したがって、この報告書についても、抗告人に対する身びいきではないか、と
の疑念を持たれるかもしれない。しかし、私としては、この報告書は、公正な第三者の立
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場で作成しているつもりである。もちろん、その結論の当否は、学界の批判によるべきで
ある。そこで、この調査報告書は、このままの形で、あるいは、本件についての総合的な
研究報告の一部として（ちなみに、ある時点におけるある場所での司法制度の現状を正確
に記録し論評することは、私の研究課題である。かかる関心から、本報告書の主題からは
ずれることにも若干触れていることをお許しいただきたい）、公刊することを予定している。
後者の場合でも、この報告書に関しては、基本的に、このままの形で公表する。

（２の２）本件は、２００６年１月１８日に即時抗告された。抗告審の事件番号は、平成１８年（ソラ）
第１号である。

（３）関連する裁判例（具体的には、後注（１０）に列挙した）を直に読む、ということを優先
したため、調査対象の裁判例に関する評釈類も含めて、学術文献は、基本的に、一切、参
照し得なかった。お許しを願わねばならない。

（４）この報告書の信憑性を判断される補助事実として、報告者につき、紹介しておく。本文
記載の通り、私は、民事手続法を担当しており、労働法の専門家ではない。労働法に関す
る著作もない。しかし、判例を読み解く、ということについては、基本的な訓練を受けて
きている、と申し上げることも許されると思う。判例評釈も何本か公表しており、また、
株式会社有斐閣が発行している「有斐閣判例六法」の編集協力を行っている（民事訴訟法
分野に関して、平成７年版から）。最近は遺憾ながら欠席しているが、以前は、福岡民事訴
訟判例研究会に参加し、いろいろと教えを受けた。裁判所法第４２条に定める判事の任官資
格がある。
なお、私は、かねてより、民事保全制度には、強い関心をいだいており、公表論文もあ
る（拙稿「民事手続における実体権に関する若干の考察─民事保全制度に関する一つの試
論─」ジュリスト１０２１号１２８頁以下）。しかし、この報告書は、民事保全制度における通説的
な理解を前提にしている。

（５）この報告書は、本来であれば、もっと早く、すなわち、原審の審理に生かされる時期に
作成、提出されるべきであった。ただ、いささか言い訳することをお許しいただくならば、
私としては、原審の審理の経過および後述注（９）記載の事情により、原決定のような判
断がなされることは、夢にも想定していなかったのである。すなわち、原審における平成１７
年１２月５日の審尋期日における裁判官の釈明は、第一に、債権者が、当初「おおざっぱ？」
な形で求めていた申立を、（過度に？）厳密に行うことと、第二に、保全の必要性について
の追加の主張、立証であった。第一の釈明に応じて債権者から提出されたのが、第４準備
書面（第４準備書面記載の通りに申立の趣旨を変更することについては、準備書面提出期
限とされた平成１７年１２月１９日に、改めて裁判所から電話で促された。裁判所が強い関心を
持っていると判断した）。第二の釈明に応じて提出されたのが、第５準備書面（の「第２
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保全の必要性」の主張）およびいくつかの甲号証である。いずれも、被保全権利を認めな
いのであれば、行う必要のない釈明である（この釈明により、債権者側に少なからぬ負担
をかけたことを、債権者代理人の法律事務所の現場に立ち会ったものとして、記録してお
きたい）。

（５の２）賃金仮払いにつき、当初、債権者は、前年度の年収の１２分の１の額の毎月の支払い
を求めており、疎明資料として、前年度の年収を示す書証のみを提出していた。これに対
し、給与、賞与に応じて請求し直すように、というのが、裁判所からの、債権者側への釈
明であり、それに応じて、申立の趣旨の変更を行ったのが、注（５）記載の、第４準備書
面である。
仮に、申立てを認容する場合であったとしても、この釈明が必要であったか否か、検討
に値すると思う（債権者代理人の指摘に負っている）。そのように考える理由は三つある。
第一に、そもそも、仮の地位を定める仮処分は、個別の請求権の行使ではなく、「争いがあ
る権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために」発するも
のであり、本案訴訟と同じように、請求権を特定し、その履行期での行使しか許さない、
と、厳格に解する必要があるとは言えないのではないか。第二に、仮に、本案訴訟と同じ
レベルで考えるとしても、請求権の額が自称権利者の主張より少ないのであれば、証拠に
より、少ない額を認定すればよいのであり、債権者へ、申立の趣旨を減額するよう釈明す
る必要はなく、仮に釈明するのであれば、債務者側に立証を促せばよいのではないか。第
三に、実質的に見て、「著しい損害又は急迫の危険」にさらされている債権者に、細かな給
与明細、賞与明細の提出を求めるのは、債権者に酷な場合があるのではないか（本件では、
たまたま、債権者本人がこれらの明細を保有していたため、対応が可能であった）。使用者
は、少なくとも労働基準法１０９条に従っていれば、賃金台帳を保有しているのであるから、
債務者（使用者）側に立証を促す、という釈明の方が望ましいのではなかろうか。
今後、検討してみたい。

（６）この文脈で、ぜひ、記録しておきたいことがある。平成１７年１２月２６日の最後の審尋期日
において、裁判官は、本報告書の主題とは別の論点に関して、債務者の陳述書の提出を求
め、債務者は、期日後に陳述書を提出した。私は、反論の必要性を感じなくもなかったが、
認容決定を年内に得ることが債権者の願いであったため、前述の通り、審理の経過から認
容されることは疑いないと（軽率にも）確信していた私は、特別問題視する必要もない、
と判断し、なんらの助言もしなかった。
しかし、申立却下の決定が出た以上は、この論点についても、抗告人は、追加の疎明資
料を準備しておられるようである。私が指摘したいのは、一方では、平成１７年１２月５日の
審尋期日において、結論を左右しない問題に関して、詳しい釈明を行ったその裁判官が、
結論に直結する論点については、審尋期日終結後に出された乙号証のみで、乙号証に対す
る反証を債権者側に促す、という釈明を行わずに事実認定を行った、ということである。
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申立を棄却（却下）するためには避けて通れない論点であり、反証のための疎明資料をあ
る程度提出し、追加の疎明資料の提出も容易であった債権者としては、まさに、不意打ち
であった。充実した審理とは言えまい。結論とは無関係の釈明に振り回された後であった
だけに、激しい徒労感が残った。
後述の通り（注（５１）参照）、本件では、極めて保全の必要性が高いと債権者は考えてお
り、すみやかな認容決定を求めていたが、保全の必要性が高い事案でも、あるいはだから
こそ、被保全権利を認めないのであれば、充分にていねいな事実認定を行う必要があるの
ではないか。「著しい損害又は急迫の危険」にさらされている債権者が、原審において、不
当に申立が棄却（却下）されれば、即時抗告によって救済されることが必要となるが、お
のずと時間がかかり、「著しい損害又は急迫の危険」にさらされ続けることになるわけであ
る。
その意味で、原審の訴訟指揮のあり方には問題があったと私は考えている（この点は、
民事手続法研究者という専門家として発言することが許されるであろう）。

（７）修行中の頃、親しくご指導いただいた先生から、判例評釈を行う際の心構えとして、
「判旨百遍、義自ラ見ル」と、教えられた。私の場合、百回は読まないが、それでも、ある
ときは電車の中、あるときは手洗い、あるときはほっと一息ついたとき、といった案配で、
（今回も）１０回は読み込む。そして、評釈対象の裁判の論理構造、問題点を、頭の中に、漠
然とした形であれ組み込み、その上で、過去の公刊裁判例を、網羅的に読み始める。

（８）この報告書の信憑性を判断される補助事実として、作業時刻を記録しておく。平成１８年
１月１６日１５時ころから、１９時３０分まで、本文の作業を行った。結果的に、平成元年以後に言
い渡された判決・決定は、すべて目を通したことになるが、それは、たまたま、その時点
で事務室から退去を求められたからであって、元号で区切ったことに関しては、特に、意
味はない。

（９）債務者代理人が、原審裁判所に対して、いくつかの裁判例を、乙号証として提出してお
られ、私も、一読した。そのときの印象では、今回問題となった事案と比べてはるかに悪
質なケースばかりだったため、それらに比べてはるかに軽い今回のケースでは、懲戒解雇
処分が重きに失することは、異論なく認められるであろう、と判断した。
ちなみに、この調査報告にあたっては、債務者代理人提出の乙号証から、何らかの影響
を受けていることは否定できないが、直接の調査の対象にはしていない。

（１０）具体的に検討した裁判例は、以下の通り（なお、裁判例の検討は、それぞれの判例集で
はなく、ＬＥＸ／ＤＢインターネット・ＴＫＣ法律情報データベースの記載による。末尾
の「［００００００００］」の番号は、同データベースの文献番号である）。
（１）前橋地判昭和６３年３月１１日労判５１４号６頁［２７８０４２６４］
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（２）長崎地判平成元年２月１６日判タ７００号１８９頁［２７８０４６１１］
（３）熊本地判平成２年３月２９日労判５６０号６頁［２７８０９８８２］
（４）東京地判平成２年１０月２２日労判５７２号４２頁［２７８１４００６］
（５）東京地判平成３年７月１９日労判５９４号６３頁［２７８１４７０３］
（６）高松地裁丸亀支判平成３年８月１２日労判５９６号３３頁［２７８１４７１１］
（７）仙台高裁秋田支判平成４年１０月１９日判タ８１１号１３２頁［２７８１４８３４］およびその原判決で

ある秋田地判平成３年５月２４日判タ８１１号１３６頁［２７８１４６８８］
（８）大阪地決平成５年８月２日労判６４６号７３頁［２７８２８０１１］
（９）東京地判平成６年３月２日判時１４８６号１３１頁［２７８１８５６７］
（１０）東京地判平成６年４月１５日労判６６５号６４頁［２８０１９２４７］
（１１）大阪地判平成６年５月３０日労判６５４号３１頁［２８０１９２５４］
（１２）長崎地判平成６年９月６日判タ８６５号２０５頁［２７８２６４１５］
（１３）大阪地判平成７年５月３１日労判６８８号８０頁［２８０１０２００］
（１４）大阪地判平成７年９月２７日労判６８８号４８頁［２８０１０１９８］
（１５）大阪高判平成７年１０月２５日労民集４６巻５＝６号１３５１頁［２８０５０４７８］
（１６）福岡地判平成９年２月１２日労判７１４号５６頁［２８０２０９９４］
（１７）大阪地判平成９年２月１４日労経速１６４２号１５頁［２８０２１９３５］
（１８）大阪地判平成１０年３月２３日労判７３６号３９頁［２８０３１２８７］
（１９）福岡地判平成１０年３月２５日労判７４１号６３頁（これについては、直接、労働判例７４１号に

あたった。ＴＫＣ法律情報データベースの文献番号は、［２８０３２８１９］である）。
（２０）東京地判平成１０年４月２２日労判７４６号５９頁［２８０３２８９７］
（２１）東京地判平成１１年３月２６日労判７７１号７７頁［２８０４０９０１］
（２２）大阪地判平成１１年９月２７日労経速１７４０号３頁［２８０５２０１０］
（２３）東京地判平成１１年１０月２９日労判７７４号１２頁［２８０５０６２３］
（２４）東京地判平成１１年１２月１７日労判７７８号２８頁［２８０５１１８４］
（２５）東京地判平成１２年６月２３日労経速１７３９号２０頁［２８０５１９５４］
（２６）大阪地判平成１２年９月１日労経速１７６４号３頁［２８０６１２３９］
（２７）大阪地判平成１３年３月９日労経速１７６７号１８頁［２８０６１４１７］
（２８）東京地判平成１３年８月３１日労判８２０号６２頁［２８０６２１８８］
（２９）名古屋地裁平成１２年（ワ）第２８０６号同平成１３年１０月５日判決［２８０７１１６１］
（３０）東京地判平成１３年１０月２６日判タ１０９４号１６７頁［２８０７０５８３］
（３１）神戸地裁平成１２年（ワ）第１２１３号、第２２０１号同平成１４年９月２０日判決［２８０８００５２］
（３２）神戸地裁平成１３年（ワ）第１０３８号同平成１４年１２月１８日判決［２８０８１０４５］
（３３）大阪地判平成１５年１月２４日労経速１８３１号９頁［２８０８１２２１］
（３４）東京地判平成１５年１月３１日労経速１８４０号３頁［２８０８２１１０］
（３５）東京地裁八王子支判平成１５年６月９日労判８６１号５６頁［２８０８２５５０］
（３６）東京地判平成１５年１２月２２日労経速１８６２号２３頁［２８０９０９５１］
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（３７）甲府地裁平成１５年（ワ）第５２２号同平成１６年９月２８日判決［２８０９２９１０］
（３８）名古屋高判平成１６年１０月２８日労判８８６号３８頁［２８１００６４３］（およびその原判決である名

古屋地裁豊橋支判平成１６年１月２３日労判８８６号４６頁［２８１００６４４］
（３９）静岡地判平成１７年１月１８日労判８９３号１３５頁［２８１０１０００］
（４０）札幌地判平成１７年２月９日労経速１９０２号３頁［２８１０１０４１］
（４１）さいたま地裁平成１２年（ワ）第２１６４号同平成１７年９月３０日［２８１０２３３２］

（１１）この報告書の信憑性を判断される補助事実として、作業時刻を記録しておく。平成１８年
１月１６日２３時ころから、翌１７日８時ころまで、注（１０）記載の判例のすべてに、ざっと目を
通し、１７日正午ごろに、簡単なメモ書きとともに、債権者代理人に、口頭で、おおむね、
本報告書記載の内容の通りの報告を行った（本報告書の主題以外の点についても、意見
を述べている）。また、本報告書作成のため、２３日１０時ころから２１時まで、２４日９時ころか
ら２２時ころまで、再度読み返した。

（１２）降格処分の事例である。ちなみに、２８万円余の会計上の越権、不正行為を理由に懲戒処
分が問題になったものであるが、使用者の方で、いったんは懲戒解雇を検討するも、結局、
降格処分としている（その降格処分が無効とされた）。

（１３）ただし、廃業にともなう解雇は有効。

（１４）ただし、懲戒解雇の意思表示に、予備的に普通解雇の意思表示があるものと認定し、普
通解雇としては有効。

（１５）なお、（３９）事件は、別訴で、懲戒処分としての諭旨解雇が無効と判断され、別訴は確定
しているようであるが、いかなる理由で無効と判断したのかが不明なので、本報告書での
考察の対象からはずす。ちなみに、（３９）事件は、無効とされた懲戒処分を不法行為として
損害賠償を請求した事件である（棄却）。

（１６）短大教授の懲戒解雇が問題となった事案で、教授会の審議を経ていないことを理由に無
効と判断している。

（１７）いずれも、処分の前提となる事実の存在が認定できない、という理由で、無効と判断し
ている。

（１８）部下の賃金の不正受給（２３万円余）を指示、黙認した事案で、労働者自身が経済的利得
を得た形跡がないこと等により、懲戒解雇は懲戒解雇権の濫用である、とも判断している
が、同時に「懲戒解雇は原則として行政官庁の認定を受け、予告せず解雇し、退職金は不
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支給とする。」という就業規則の規定を、私法関係を定めたものと解した上で、使用者が行
政官庁の認定の申請を行っていないことも理由として、懲戒解雇を無効と判断している
（解雇有効とした原判決を取消し）。ちなみに、後段の点は、原判決（および（１３）事件。た
だし、就業規則の文言が少し違う）は、別の解釈を示していた。

（１９）着服横領した部下の管理責任が問われた事案である。

（２０）既に通常解雇（判旨の文言）をしているから、その後の懲戒解雇は無効である、と判断
している。ちなみに、通常解雇の効力は認めている。飲食店である使用者の店舗に、使用
者の指示に反して宿泊を繰り返した事案である。

（２１）建築工事等を目的とする使用者に営業職として勤務する労働者の（懲戒）解雇が問題と
なった事案。労働者に、上司に対する暴言、架空の団体を名乗っての営業活動（詐欺罪を
構成する行為で使用者の事業の信用を傷つけるも、損害が生じていない）、支社長の携帯電
話への脅迫行為（一回のみ）、社員の履歴書等の書類の無断持ち出し（未遂）、上司の車を
蹴ってへこませる（刑事事件として一審有罪。もっとも、上司にも問題があった上、被害
額が軽微（刑事事件での認定では、８万円余）と判断）等の非違行為を認定しながら、に
もかかわらず、懲戒解雇を、懲戒権の濫用として無効と判断した（ただし、経歴詐称の認
定事実を加えて、注（１４）記載の通り、普通解雇としては有効と判断）。

（２２）高校教諭に対する普通解雇の効力が問題となった事案で、校長、同僚に対する数々の暴
言（組織のルールに反する方法による批判）等から、「その職に必要な適格性を欠く」と認
め（さらには、容易に矯正できないものであることも認定）、普通解雇を有効とした。

（２３）問題となった降格処分を、懲戒処分ではなく、使用者の人事権に基づく降格異動と認定
した上で、労働者に、接客態度に問題があったこと、使用者が金銭管理に厳しかったこと
を認識していながら日常的にルーズな金銭管理を行っていたこと等を認定し、労働者を、
店長から、金銭を取り扱わず接客業務もない職種へ変更したことを、合理的理由のあるも
のと判断した。

（２４）約１００万円の金員を、私腹を肥やすために領得したことを認定している。

（２５）経理担当者の懲戒解雇処分が問題となった事案。８３２万円余の不明金が出たことを認定し、
その返還を求める使用者の反訴請求を認容。

（２６）生保会社の保険外交員の懲戒解雇処分が問題となった事案。顧客から受け取った１３４万円
の金員を使用者に入金していないことを認定。
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（２７）損保会社の営業課長が、営業成績をあげるために、４０００万円余の保険料を、自己名義の
銀行預金に預け入れ（銀行から顧客を紹介してもらうためのバーター預金）。架空の保険料
ローン契約の返済を怠ったために、クレジット会社から照会があり発覚（クレジット会社
に対して、使用者の信用を失墜）。労組の同意の上で懲戒解雇。判旨は、労働者が金融機関
の管理職であり、金銭の取り扱いに一層慎重になることが期待されていることを強調して
いる。

（２８）工場長の懲戒解雇が問題となった事案。１１００万円を超える金員の交付を受け、これを飲
食代、遊興費などの私的目的に費消。労働者の資力では返済が困難になっている。

（２９）営業所長（代理）の懲戒解雇が問題となった事案。自ら管理職として管理すべき時期に
部下が３０００万円超の横領。そのことに対して、ほとんど故意に近い重過失を認めている。
また、その部下の金で自ら飲食、遊興している。

（３０）社団法人の事務局長の懲戒解雇が問題となった事案。６年間で１６１９万円の不正支出。伝
票操作を行い、私利を図る意思を認定。未払いの１２００万円余の反訴請求を認容。

（３１）使用者の許可なく１４４０万円相当の物品を購入（使用者の主張によれば、労働者の私用）。
使用者には不要なものと認定している。使用者に知られないよう伝票操作。そのために生
じた過払金１０万円を使用者に返却していないことを認定している。使用者の１０００万円の反
訴請求（一部請求）を認容。

（３２）旅行会社の海外旅行課長の懲戒解雇が問題となった事案。少なくとも２１４万円の不正経理。
うち５万円は私的に着服。残りは、１０～３０日後に返金。ただし、販売代金未収事故発生の
危険性と、顧客に対する代金の二重請求にともなう使用者の信用失墜を、具体的に特定、
認定している。その上で、部下に対して不正な会計処理を戒める立場にいたことと、多数
の顧客の旅行代金を厳格に管理しなければならない使用者の営業の性質に触れて、「外形的
のみならず実質的にも使用者の就業規則に規定する懲戒解雇事由に該当するものといわざ
るをえない。」と判示。

（３３）懲戒解雇された取締役東京支店長が退職金を請求した事案。少なくとも２７７万円（複数の
従業員により、一年間だけで１８００万円）の流用と、ホステスとの食事、高級クラブや料亭
での飲食、遊興に費消したことを認定。

（３４）生保会社の保険外務員の懲戒解雇が問題となった事案。顧客から受領した１０００万円を超
える金員を費消、一時使用した。
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（３５）ホテルの支配人の懲戒解雇が問題となった事案。少なくとも３００万円余の金員を流用し、
少なくとも２７２万円余の金員を自己または第三者のために費消。使用者の２７２万円余の反訴
請求が認容されている。

（３６）営業部部長の懲戒解雇が問題となった事案。６６１万円余の不正支出（別訴で、業務に無関
係と認定されている）。取締役会に虚偽の説明をしていた。

（３７）旅行会社の経理部審査課等に勤務していた従業員の懲戒解雇が問題となった事案。旅行
券を窃取、改ざんし、１０２万円を不正に取得。それを、３０万円は、正直に報告すれば上司が
決裁しないと思われる業務に使用し、２０万円は、私的に使用し、５２万円は、処理不明（直
ちには返却していない）。「多額の現金や旅行券を取り扱う使用者の従業員としてはおよそ
許容される余地のない不正行為」と判示。

（３８）使用者にリスクをともなう販売方式を、使用者に虚偽の報告を行うことにより継続して
いた事案。６５００万円の債務の存在を認めること、その他上司の指示に反する内容の文書を、
取引先に交付。また、社外秘の営業方針書の一部を無断で取引先に持ち出したことも認定
して、結論として、懲戒解雇有効。

（３９）営業社員が販売マニュアルに違反して掛け売り販売、割引、進物贈呈等を行い、複雑な
帳簿処理を行ってこれを隠蔽していた。このことにより第三者を利した金額は、割引分と
して８万円余。進物として４万円。ちなみに、労働者の知人の牧師の教会員をエンドユー
ザーとする斡旋販売により、その牧師が経営する会社が利益を得ていた、と認定している。

（４０）労働者作成の自認書も、事実に則していない、と認定している。

（４１）施設管理部長の、懲戒処分としては戒告、人事上の措置としては降格とそれにともなう
減給が問題となった事案。業者から５年間で７８万円余のリベートを受け取っていたことが
問題となった。そもそも、戒告処分にしかされていない。また、降格措置を正当と認める
点に関しては、部下に対する指導監督する能力の不足等も理由とされている。ちなみに、
戒告処分に際して（も）通知書が手渡されており、その中で、同様の行為が続けば、次は、
懲戒免職になることが明記して予告されている。なお、文書の解釈を論ずる文脈で、文書
による処分告知の必要性について論じている。

（４２）店長の退職金請求事件で、一方で懲戒解雇は有効とするも、退職金については、退職金
不支給規定を全面的に有効に適用できる程のものまでとは言えず、諭旨解雇に準じて、自
己都合退職の半額にとどめる程度の非違行為と判示。金銭管理に責任を負うべき店長がず
さんな金銭管理を行った結果、３８万円余の現金の紛失事故を起こしたと認定。懲戒解雇を
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有効とする理由として、他に、上司が同種の非違行為を行っていたものの、日常的、とま
では言えない上、非違行為を禁ずる通達が出されており、発覚した場合には懲戒されるこ
とを労働者（店長）が認識していたことが認定されている。

（４３）また、労働者は、インドの文献購入の窓口となっており、不正を働かれては、使用者の
業務として差し支える、というケースであった。

（４４）金額およびその使途のみから判断すると、（１６）事件の判示は（１０）事件と比べてあきらか
に労働者に冷たすぎる。むしろ、届出印の変更自体で、懲戒解雇相当と判断した、と読む
べきであろう。勝手な届出印の変更は、原理上は、無限に金員を引き出しうる状況をつく
り出したことになるからである。そう読むことは、詐欺罪の成否に関する最判昭和３０年１１月
１８日刑集９巻１２号２４７０頁とも平仄があう。
なお、（１６）事件は、もともと同族会社（おそらく、実態は個人事業）に勤務していた労
働者が、その後独立し同様の事業を営んでいるケースであった。言い換えれば、解雇が有
効とされても、労働者はそれほど痛手を被らない。この点は、判旨の論理とは無関係であ
るが、裁判官の心理に影響を与えたのではないか、と推察している。

（４５）ちなみに、裁判長は、（１６）事件と同じである。

（４６）「刑法上の犯罪を典型例として定める懲戒解雇事由規定の解釈においては、右犯罪の成
立が客観的に疑われる状態にあることをもって適用範囲の限界と解するのが合理的であ
る。」との判断を示している。

（４７）「（右備品代の）取得手続に不正があったとしても、別費目への支出が明確であり、各費
目の性質に照らして流用に一定の合理性が認められるときには、クラブ活動に関する費目
間流用が許容される。」との判断を示している。

（４８）横領、背任等を懲戒事由とする就業規則の解釈につき「同号の文言からすれば同号は使
用者の従業員が正当でない利益を取得した場合に適用されるものと解釈できる。」との判断
を示し、（１９）事件において、本来は労働者個人が負担すべき債務であり支払額も多額に上
ることを理由に、この条項に準ずる場合として、懲戒事由にあたる、という判断を示して
いる。

（４９）（１９）事件における使用者の一連の手続を、「真相解明にむけられた相当なものであったと
評価できる。」と判示している。

（５０）ずさんな金銭管理をおこなった総額がいくらであるのかは不明である。もっとも、寮購
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入のために行った銀行からの借入金３０００万円が７年間で返済されたこと（この事実を含め
「横領が疑われる状態にあったこと」が認定されている）等から判断すると、相当高額では
なかったか、と推察される。

（５１）本報告書を急いで作成した事情として、抗告人本人の妻が第３子を出産して１ヵ月もた
たないうちに原決定がなされた、ということがある。たまたま、私も、最近第２子に恵ま
れ、子を持った（母）親が、いかに大変か、ということを、日々、実感している（赤ん坊
が泣きだすたびに、報告書作成を急がねばならない、と思った）。
なお、後者は、この報告書の信憑性を（否定的に）判断される補助事実ということにな
ろう。

（５２）労働法の専門家ではない私が述べることは僣越であるが、この調査で気づいたことをコ
メントしておきたい。
第一。一般に、「普通解雇」は、解雇自由の原則による解雇（もちろん、労基１８条の２等
の規制を受ける）であり、労働者の労務提供の不能や労働能力または適格性の欠如・喪失
等を要件とするものと解されており（例えば、菅野和夫「労働法　第７版」（２００５年）４２１頁
以下）、「懲戒解雇」は、使用者の懲戒権によるものと解し、両者は区別されているかのよ
うである（例えば、原決定第３の４（１）は、このような理解であろうか）。他方、「懲戒解雇
は懲戒処分たる性格と解雇たる性格の双方を有し、両者に関する法規制をともに受ける。」
との指摘もある（菅野・前掲４２７頁。「以下、「菅野説」という）。裁判例を見る限り、正面
から、菅野説を採用したものはなく、懲戒解雇の有効、無効を、すべて、解雇権（あるい
は懲戒権）の濫用にあたるか否か、という枠組みで判断しているようである。しかし、一
般条項の濫用ではなく、要件効果を厳密に定めていくことは法解釈学の課題であるから、
私は、菅野説に魅力を感じる。そして、この調査で見た限り、裁判例においては、懲戒解
雇を有効と認める場合、一般的な枠組みはともかく、その実質においては、労働能力また
は適格性の欠如・喪失（すなわち、普通解雇の要件）を認定している（つまり、実質にお
いて、菅野説が採用されている）といえると思う。
ちなみに、殺人事件等の重大事件を起こした労働者を懲戒解雇とする場合も、菅野説は
妥当する。そのような労働者を雇用し続けることは、使用者の顧客、取引先あるいは他の
労働者との関係で業務に支障をきたす場合が多いであろうから、「適格性の欠如・喪失」を
認めることができるといえるからであ（このことは、思考実験として、暴力団の組員が殺
人事件を起こした場合を想定するとよい。暴力団に就業規則があったとして、殺人事件を
起こした労働者（組員）を懲戒解雇にするであろうか）。
第二。使用者の多くが、使用者の名誉、体面、信用の毀損を懲戒事由と規定しているよ
うであるが（菅野・前掲３７６頁）、信用の毀損を理由に懲戒する場合、いかなることがいか
なる形で使用者の信用を毀損したのか、具体的に特定し、当該事実を認定している場合が
一般的でないか、と思われる（例えば、（１１）事件、（１３）事件、（２５）事件）。
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第三。労働組合が存在する場合には、懲戒解雇の前に労組の了承をとっているものも目
につく（労組の承認があるにもかかわらず、解雇無効とする裁判もある）。

（５２の２）原審審理において、私の傍聴が、決定手続は公開法廷で行われるのではない、とい
う原則に従って、歓迎されなかったことも、記録しておきたい。すなわち、平成１７年１２月
５日の審尋期日においては、当初、裁判官は、私の傍聴に否定的な態度をとられたようで
あり（結論として、傍聴させていただいた）、同月２６日の審尋期日では、債務者代理人から
拒否された（傍聴していない）。

（５３）修行中の頃、判例研究会において、「判決（および決定）は、当事者（代理人）と裁判
官の共同作業による作品なのだから、敬意を持って接しなければならない。」と教えられた
（この言葉自体は、故竹内昭夫先生のお言葉だったように記憶しているが、いずれにせよ、
ご指導いただいた先生方は、皆、同様に話しておられた）。本件に関連して、抗告人本人お
よび抗告人代理人の営みを間近で見ていた私は、この教えを実感したことを、最後に付記
しておきたい。
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